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令和７年１１月６日付けで受け付けた住民監査請求については、請求の要件を審査し

た結果、下記の理由により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４２条に定める住民監査請求として要件を欠いているものと認められました。 

よって、法第２４２条第５項に定める監査を実施しないこととしたので通知します。 

   

記 

 

本件請求において、請求人は、都が障害福祉サービス事業を行う法人Ａに対して福祉・

介護職員改善加算（以下「本件加算」という。）の３か月分の遡り支給を認めないことは

不当であるとして、その支給を求めるものと解される。 

法第２４２条第１項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員

について、違法、不当な財務会計上の行為（①公金の支出、②財産の取得・管理・処分、

③契約の締結・履行、④債務その他の義務の負担、⑤公金の賦課・徴収を怠る事実、⑥

財産の管理を怠る事実に限定されている。）があると認めるとき、当該普通地方公共団体

の住民が監査を求め、損害補塡の措置等を請求できるものである。 

本件についてみると、請求人は、都が特定の法人に対して本件加算を遡って支給する

のを認めないことをもって、本件加算に係る支給の不作為又はその支給を怠る事実があ

るとして、これらを監査請求の対象としていると解される。しかし、これらは上記①か

ら⑥までのいずれにも該当しないため、本件請求は都の財務会計上の行為を対象とした

ものとはいえない。 

 

よって、本件請求は、法第２４２条に定める住民監査請求として不適法である。 


